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委員からの
意 見 ・ 質
問、それに
対する回答
等

　

さないのではないですか。

。

　ですか。

４．落札した業者が他の応札した業者より評

５．ダム管理業務は施設の点検・整備や見

１．公益法人が落札者となったのは何故です

(抽出理由)

　評価された点はどういったところですか。

３．同様の業務を毎年発注しているのです

６．直轄管理されている他地区のダムでも、

　い、業務目的・業務内容の理解度や提案内容

地域気象情報等提供業務

　回りなどが主なので、総合評価方式に適

　落札者が公益法人であること。

　同様な業務を発注しているのですか。

②平成23年度十津川紀の川直轄管理事業　

　業務を発注しています。

５．技術的工夫の余地があると判断し、今年度初

　ます。

６．直轄管理している他地区のダムでも同様な

４．技術提案書に記載されている予定管理者の評

　評価及び業務への取組方針について評価を行

　の的確性において評価しています。また、入札

　るので、２４時間体制で管理しなければなら

　くなるためです。

１．本地区は管理する施設数が多いことや、農

２．落札率が高いのは何故ですか。

１．予定価格が高額なのは何故ですか。

　

　

［簡易公募型プロポーザル契約方式］

　たことから落札者として決定しました。

　

　か、請負業者は同じですか。 　しています。

　ダム等管理施設の適切かつ安全な管理を行う

　は発注方式や評価内訳を検討していきたい。

　載されている技術力及び実施方針ついて審査

　初めて総合評価方式を採用しましたが、今後

　札金額においても一番低い価格で応札してい

　業用水だけでなく水道用水にも利用されてい

　した結果、法人である者が最も評定が高かっ

１．本業務には２者が応札しました。本業務は

　プロポーザル方式ですので、技術提案書に記載

ため、各種気象情報及び大迫ダム、津風呂ダム流

の降雨予測情報を迅速・確実に入手できる体制

を整備し、情報提供を行う業務です。

３．毎年発注しています。また同じ業者が受注

①平成２３年度加古川水系広域農業水利施設
意見・質問 回答等

　請負金額が高額で落札率が高いこと。

　ダム、頭首工、揚水機場、幹線水路等の基
幹農業水利施設及び付帯施設に係る点検・整
備及び監視を行う業務です。

設総合管理事業　ダム等基幹農業水利施設

管理業務

(抽出理由）

　なったのではないでしょうか。

　の予定価格は推察されるので、落札率が高く

２．業務仕様書の中で、どの程度の人員が必要

　ないため、点検整備や管理に要する人員が多

　ついても一般に公表されています。おおよそ

　か数量を示していますし、職種ごとの単価に

［公募型競争契約方式(総合評価) ］
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意見・質問 回答等

　応札者が1者であること。

　

２．気象情報は、公益法人が独占している

　のではないですか。

　したのですか。

　

　

３．情報の専用回線はどちらが負担してい

(抽出理由)

１.何故応札者が１者のみだったのですか。

　

　

　

　るのですか。

③平成２３年度京都農林水産総合庁舎清掃業

　

　ったためとの回答があったところです。この

　ことから、地震による影響が大きかったもの

　

３．本業務に含めて発注しています。

２．日常清掃・維持管理等問題なく実施されて

　営状況及び積算内訳書に対する明細書につい

　本業務は、京都農林水産総合庁舎において、

　

　内容を適正に履行できるものと判断されたと

　

　企業も参入しています。

　

　

２．過去はそうでしたが、現在では多くの民間企

委員からの
意 見 ・ 質
問、それに
対する回答
等

　

　

　

　

　札したのは１者のみでした。

１．提出資料及びその資料に基づき、業者の経

　います。

　と考えられます。

２．現在、仕様書で記載されています業務

　ます。

　

ため、新たに１０台を購入し、１８台を下取り

　

　

　の東日本大震災の影響により自動車の生産量

１．入札説明会には６者が参加しましたが、応

　を実施しました。その結果、３月１１日発生

　内容は行われていますか。

　

３．そうです。同じ業者が低入札で落札してい

　　今回１者応札だったので、アンケート調査

　 　

に出すものです。

　が減少し、納期を守ることが厳しい状況とな

　近畿農政局で使用する小型貨物自動車更新の

　ころです。　

　は安定しており、作業体制等についても作業

１.低入札価格調査の結果を教えて下さい。

(抽出理由)

日常清掃、植栽及び緑地の維持管理並びに害虫

駆除を行う業務です。

［競争入札契約方式］

　低入札調査契約であること。

　 　て事情聴取等を行い確認した結果、経営状況

［競争入札契約方式］

　

業務

④小型貨物自動車交換購入

３．平成22年度も同じ業者が低入札で落札
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意見・質問 回答等

１．応札者が１者でありかつ公益法人あっ

　

　応札者が1者であり、公益法人あること。

⑤平成２３年度国有農地測量・境界確定促進

進委託事業(京都府漣地区ほか５地区)　

　

［競争入札契約方式］

(抽出理由) う業務を委託するものです。

　業規模から入札参加資格者を土地家屋調査士

　ていましたが、応札者は１者だけでした。事

１．入札説明資料は約１０者が資料を取りに来

　不動産登記がなされていない又は境界確定が

３．購入後７～８年程度又は走行距離が１０万

調査、境界確定測量及び表示に関する登記を行

なされていない国有農地について、土地の確認

　１０台を購入します。

　

　ｋｍ以上を一つの目安として交換するように

　しています。

２．そうです。１８台を下取りに出して新たに

委員からの
意 見 ・ 質
問、それに
対する回答
等

２．交換購入とは、古い車を下取りに出し

　て新しい車を購入することですか。

３．何年で交換するのか決まっているのです

　すか。

　記を行う業務を委託するものです。

　、本件発注の規模においては、土地家屋調査

　鑑み、発注単位を細分化した場合、個別の対

　応に支障が生じる事態が予想されたため、事

　業の円滑な執行が可能である府県単位の契約

　士が６名必要と判断し、資格要件を決定しま

　した。

　

　

３．円滑な事業推進のために、事業規模に応じ

　て最低限必要な人数を、類似業務の発注実績

　がある他省庁等へ本省を通じて調査した結果

　

　

４．本件契約の事業規模及び発注者側の体制に

　

　としました。

　家屋調査士を６名以上抱える事務所は少なく

　、結果応札者が１者となったと思われます。

　がなされていない国有農地について、土地の

　

　すが、分割発注は出来なかったのですか。

　必要としている理由は何ですか。

２．不動産登記がなされていない又は境界確定２．業務内容はどのようなものですか。

　を６名以上在籍することとしましたが、土地調

　確認調査、境界確定測量及び表示に関する登

　。

　

　

４．京都府内の６件を一括で発注しています

　たことの説明をお願いします。

３．資格要件で土地家屋調査士を６人以上
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意見・質問 回答等

　

意見の具申、勧告　　なし

その他 なし

　事務局：近畿農政局総務部総務課

(抽出理由)

１．何故応札者が１者しかなかったんです

　か。

３．次回の定例会議で説明します。

　

２．６次産業化事業に取り組む農林漁業者等を支

　支援し、総合化事業計画の認定に向けたサポ

委員からの
意 見 ・ 質
問、それに
対する回答
等

　流通団体及び消費者団体のほとんどが受注し

　する者がいなかったと思われます。

［随意契約方式］

　た団体の構成員になっているので、他に応札

組む上での課題への対応について企画立案を行

うとともに、国や地方公共団体等と協力・連携

助言等を行います。

　本業務は、農林漁業者等が６次産業化に取り組

［これらに対し部局長が講じた措置］

 委員会による意見の具申又は勧告の内容　

１．６次産業を推進する団体である生産団体、

し、県域のニーズに応じて課題の解決に向けた助

　応札者が1者であること。

　

　 　

⑥平成２３年度６次産業総合推進委託事業

　

３．受託者が任意団体だとお聞きしました

　が、任意団体に発注することは可能なので

　ですか。

(兵庫県)

２．この業務の目標は何ですか。

　定以上確保することを目標としています。

　ートやフォローアップを行い、認定件数を一
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